
国は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成１１年

法律第１１７号）第８条第１項の規定により、国際法務総合センター維持管理・運営事業の民

間事業者を選定したので、同法第１１条第１項の規定により客観的評価の結果をここに公表

する。 

 
令和８年３月２５日 

法務大臣 平 口   洋  
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１．事業概要 
（１）事 業 名：国際法務総合センター維持管理・運営事業 
（２）事 業 場 所：国際法務総合センター（東京都昭島市もくせいの杜） 
（３）事 業 内 容：ＰＦＩ事業による法務省所管施設の維持管理・運営業務 
（４）事 業 期 間：事業契約締結日から令和１９年３月３１日まで（約１１年間） 
（５）事業の実施：落札者は、特別目的会社を設立し、事業契約を締結し、事業を実施する。 
 
２．経緯 
  民間事業者選定までの経緯は以下のとおりである。 

実施方針の策定・公表 令和７年２月１７日 
実施方針の修正・公表 令和７年３月２５日 
特定事業の選定 令和７年３月２５日 
入札公告 令和７年１２月１２日 
第１次審査（資格確認）受付期限 令和８年１月７日 
第１次審査結果通知 令和８年１月１３日 
第２次審査（提案書）受付期限 令和８年２月９日 
開札・落札者の決定 令和８年２月２７日 

 
３．事業者選定方法 
（１）事業者選定方法の概要 
   本事業の落札者の決定に当たっては、入札価格及び提案内容によって落札者を決定する総

合評価落札方式を採用した。 
また、審査は入札参加希望者の資格、実績等の有無を判断する「第１次審査」と、入札参

加者の提案内容等を審査する「第２次審査」の二段階に分けて実施した。 
なお、第１次審査は、第２次審査のための事業提案を提出できる有資格者を選定するため

のものである。 
（２）事業者選定の体制 
   「刑事施設の運営業務に係る民間競争入札事業者選定委員会（国際法務総合センター）」（以

下「事業者選定委員会」という。）は、入札参加者からの事業提案を事業者選定基準に基づき

評価し、得点を国に報告し、国はこれを受けて、提案内容評価の得点を決定し、これを入札

価格で除して算定した総合評価値により、落札者を決定した。 
（３）事業者選定委員会 
  ア 審査事項 
    事業者選定委員会は、本事業の総合評価に関するもののうち、事業者を選定するための

審査基準について審議するとともに、入札参加者から提出された第２次審査資料の内容の

審査及び評価を行った。 
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  イ 構成員 
    事業者選定委員会は、学識経験者等から構成された。事業者選定委員会の構成員は次の

とおりである。 
委員長 慶應義塾大学大学院法務研究科教授       小池 信太郎 
委 員 順天堂大学医学部附属順天堂医院栄養部課長   榎本 真理 
委 員 帝京大学医療情報システム研究センター教授   澤 智博 
委 員 公益財団法人矯正協会常務理事     柴田 房雄 
委 員 東洋大学大学院経済学研究科教授     難波 悠 
委 員 昭島市保健福祉部長           萩原 秀敏 

 
４．第１次審査 
（１）第１次審査の概要 

入札参加希望者が、本事業の実施に携わる者として適正な資格と必要な能力を備えている

か否かを審査したものである。 
      第１次審査の手順は次のとおりである。 
  ア 資格審査  
        入札説明書に定める資格の有無について審査を行う。 
  イ 実績審査 
        入札説明書に定める実績の有無について審査を行う。 
  ウ 事業計画の概要の審査 
        本事業についての基本的考え方が適切か否かの審査を行う。 
（２）応募状況 
      令和８年１月７日まで１グループの応募があり、当該グループについて競争参加資格を有

することを確認し、令和８年１月１３日に通知した。 
      競争参加資格を確認したグループは（３）のとおりである。 
（３）競争参加資格確認グループ 

＜ＳＨＩＰヘルスケアグループ＞ 
   代 表 企 業：グリーンホスピタルサプライ㈱ 
   構 成 企 業：㈱シミズ･ビルライフケア、セントラル警備保障㈱、新東産業㈱  
   協力企業等：シップヘルスケアフード㈱、㈱栄久、㈱ソフトウェア・サービス、 

㈱エフエスユニマネジメント、㈱ニチイ学館、 
社会医療法人河北医療財団 

５．第２次審査 
（１）第２次審査の概要  
      総合評価落札方式により落札者を選定するため、入札参加者から提出された第２次審査資

料（以下「事業提案」という。）の内容を審査したものである。 
（２）第２次審査の手順 
  ア 事業提案審査 
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        事業提案の内容について審査を行う。 
（ア）必須項目審査 

         事業提案が要求水準を全て満たしているか否かについて審査を行い、審査結果におい

て事業提案が全ての要求水準を満たしている場合は適格とし、一項目でも満たしていな

い場合は不合格とする。また、適格者については、基礎点１００点を付与することとす

る。 
（イ）加点項目審査 

         事業提案のうち国が特に重視する項目 （加点項目） について、その提案が優れてい

ると認められるものについては、その程度に応じて加点を付与することとした。各加点

項目及び評価ポイント等詳細については「国際法務総合センター維持管理・運営事業 事

業者選定基準」（入札説明書添付資料。以下「選定基準」という。）を参照されたい。 
（ウ）事業者選定委員会における採点・審査結果案作成 

         事業者選定委員会において、下記（３）の加点項目について優れた提案がされている

かを審査し、各提案の採点を行う。事業者選定委員会は審査結果を国に報告する。 
（エ）国による審査結果の決定・加点付与 

         国は、審査結果を基に、加点を決定し、（ア）により付与された基礎点に加点を付与す

る。加点は全体で２００点満点とした。 
  イ 開札 
        入札価格が予定価格の範囲内であるか否かを確認する。 
    全ての入札参加者の入札価格が予定価格を超過している場合には、再度入札を行う（事

業提案の変更は行わない。）。 
    ウ 総合評価 
        アの事業提案審査による各提案の得点及びイで予定価格の範囲内であることを確認した

入札価格をもとに総合評価を実施し、落札者を決定する。同点の場合にはくじにより落札

者を決定する。 
（３）加点項目の審査結果 
   選定基準に基づき、事業者選定委員会において加点項目の審査を行った。 
  ア 事業計画 
 

評価分類 配点 
ＳＨＩＰヘルス 

ケアグループ 

１．出資構成・ガバナンス事業計画 

出資者の構成・事業者の

ガバナンス体制等 
５ ４ 

２．リスク管理計画 

リスクに関わる提案 １０ ８ 

各種契約締結に関わる ５ ５ 
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提案 

３．事業の安定化計画 

事業収支計画 ５ ３ 

財務・資金管理方針、モ

ニタリング手法 

５ ４ 

小計 ３０ ２４ 

 
  イ 適正な事業の実施 

０．共通 

運営理念等 １５ ７ 

コンプライアンス・セキ

ュリティ 

５ １ 

非常時の対応 １０ ６ 

１．総括マネジメント業務 

総括マネジメント業務 ２０ ９ 

２．運営準備支援業務 

運営準備支援業務 ５ ２ 

３．施設維持管理業務 

建築物保守・管理業務 ５ ３ 

建築設備保守・管理・運

転監視業務 

５ ４ 

エネルギーマネジメン

ト業務 

５ ３ 

４．運営業務 総務業務 

自動車運転業務 ５ １ 

警備業務 ５ ４ 

５．運営業務 収容関連サービス業務 

給食業務 １５ ６ 

衣類・寝具等の提供業務 ５ ４ 

清掃・環境整備業務 ５ ２ 

職員食堂運営＜独立採

算業務＞ 

５ ３ 

６．運営業務 医療業務支援 

医療情報システム業務 ５ ３ 

医療機器等の整備、維持

管理及び更新業務 

１０ ５ 

医療器具の滅菌及び消 ５ １ 
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毒業務 

医薬品・診療材料等の管

理・搬送業務 

５ ３ 

医療関係事務支援業務 ５ ２ 

人工透析業務 １０ ５ 

小計 １５０ ７４ 

   
ウ 企業等に関する評価 

ワーク・ライフ・バラン

ス等推進企業に関する

評価 

５ ０ 

賃上げの実施を表明し

た企業等に関する評価 

１５ ０ 

小計 ２０ ０ 

 

  エ 加点合計 
評価分類 配点 ＳＨＩＰヘルス 

ケアグループ 

事業計画 ３０ ２４ 

適正な事業の実施 １５０ ７４ 

企業等に関する評価 ２０ ０ 

合計 ２００ ９８ 

 
６．得点 
（１）入札参加者の得点 
   事業者選定委員会の審査結果を受け、国は入札参加者の得点（基礎点＋加点）を以下のと

おり決定した。 
  ○ ＳＨＩＰヘルスケアグループ 
    １００＋９８＝１９８点 
（２）開札・総合評価値 
   令和８年２月２７日に開札・総合評価を実施した。 
   結果は下表のとおりであり、ＳＨＩＰヘルスケアグループを落札者として決定した。 
 
 

 ＳＨＩＰヘルスケア 

グループ 

得点 １９８ 
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入札金額（千円） ３１，１９９，８６２ 

総合評価値（※） ６．３４ 

順位 １ 

   ※総合評価値＝得点÷入札価格×１０９ 

 
７．審査講評 
（１）総評 
   本事業は、ＰＦＩ方式を活用して法務省所管施設の維持管理・運営を行うものであり、刑

事施設における公権力の行使に該当する業務を含まず、また、医療刑務所・研修所を対象施

設に含む点が特徴である。 
   本事業の審査項目は、大きな分類として、本事業について事業期間を通して安定的に実施

できるかを審査する「事業計画」、各業務を効率的かつ適切に実施できるかを審査する「適正

な事業の実施」、並びに入札参加者のワーク・ライフ・バランス等の推進及び賃上げの実施の

表明の有無を審査する「企業等に関する評価」の３つを設定した。 
応募グループからは、その特徴を生かした提案がなされ、事業者選定委員会において実施

したヒアリングにおいても真摯に対応するなど、本事業に対する姿勢について敬意を表した

い。 
応募グループについては、これまでの経験を活かし、各業務について、国際法務総合セン

ターを構成する各施設の特徴を理解した安定的な運営が見込める提案がなされていた。また、

受刑者の再犯防止に係る提案、地域との交流に係る提案など、国の運営理念を実現するため

の具体的な方策について、優れた提案がなされていた。 
現在、本事業については運営開始に向けて準備中であるが、運営に当たっては提案内容を

はじめとして、その高いノウハウを活かした業務の履行に期待したい。 
（２）項目別評価 
   入札参加者の主な提案内容に対する講評、評価のポイントは以下のとおりである。 
 
ＳＨＩＰヘルスケアグループ 
【事業計画】 

評価分類 講評・評価のポイント 

１．出資構成・ガバナンス事業計画 

出資構成・ガバナンス事業計画 ・代表企業がリーダーシップを発揮することが可能な出資者構成となっている

と評価された。 

・運営方針を達成できる経営体制が整備されており、迅速かつ的確な意思決定

が可能な経営体制となっていると評価された。 

２．リスク管理計画 

リスクに関わる提案 ・本事業を実施するにあたり想定されるリスクを洗い出し、その負担者を明確

にするなどの対策を採用していると評価された。 
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・リスク対応策が、第三者の客観的な視点から高く評価されたものになってい

ると評価された。 

各種契約締結に関わる提案 ・事業者と協力企業等の間の主要な契約について具体的な検討又は合意が進ん

でおり、円滑な契約締結の確実性が高いと評価された。 

３．事業の安定化計画 

事業収支計画 ・事業の業務品質向上に資する事業収支計画となっているが、安定性には若干

の疑義があると評価された。 

財務・資金管理方針、モニタリ

ング手法 

・モニタリング手法が、第三者の視点を確保した効果的なものになっていると

評価された。 

 
【適正な事業の実施】 

評価分類 講評・評価のポイント 

０．共通 

運営理念等 ・センターで実施する広報活動だけでなく、広く地域活動に参加する提案とな

っており、地域との交流推進に繋がると評価された。 

・外部通勤作業や院外教育の場、職場体験の場として提供することが具体的に

提案され、実現可能性の高いものとなっていると評価された。 

コンプライアンス・セキュリテ

ィ 

・一般的な提案にとどまり、優れているとは評価されなかった。 

非常時の対応 ・被災者への物的支援や周辺の防犯パトロールなどについて、特に優れた提案

であると評価された。 

１．総括マネジメント業務 

総括マネジメント業務 ・雇用の確保について特に優れた提案であると評価された。 

・実効性のある優れた研修の実施体制であると評価された。 

・それぞれの業務ごとに十分な民間職員数が配置されているが、効率的な実施

体制であるとは評価されなかった。 

２．運営準備支援業務 

運営準備支援業務 ・要求水準を超える業務が提案されており、リハーサルの円滑な実施に資する

と評価された。 

３．施設維持管理業務 

建築物保守・管理業務 ・建築物の性能・機能を発揮できる状態に維持し、施設のライフサイクルコス

トの低減につながる優れた提案であると評価された。 

建築設備保守・管理・運転監視

業務 

・建築設備の性能・機能を発揮できる状態に維持し、施設のライフサイクルコ

ストの低減につながる優れた提案であると評価された。 

・非常時・緊急時の対応等について、各施設の特性を踏まえた特に優れた提案

であると評価された。 

エネルギーマネジメント業務 ・省エネルギーにつながる優れた提案であると評価された。 
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４．運営業務 総務業務 

自動車運転業務 ・一般的な提案にとどまり、優れているとは評価されなかった。 

警備業務 ・矯正施設の特性に配慮し、業務を的確かつ確実に実施するための優れた提案

であると評価された。 

５．運営業務 収容関連サービス業務 

給食業務 ・導入する厨房機器等が、充分に対象施設の食数に対応でき、省エネルギーが

期待できると評価された。 

衣類・寝具等の提供業務 ・衣類・寝具に係る適切な衛生管理について、矯正施設・医療施設であること

を踏まえた特に優れた提案であると評価された。 

・洗濯業務の効率化について、優れた提案であると評価された。 

清掃・環境整備業務 ・施設の特性に応じた清掃時の配慮や手法について、具体的かつ優れた提案で

あると評価された。 

職員食堂運営＜独立採算業務＞ ・国職員の利便性の向上に資する優れた提案であると評価された。 

・国の実施するイベントへの協力について、優れた提案であると評価された。 

６．運営業務 医療業務支援 

医療情報システム業務 ・医療情報システムの運用及び保守に係る体制について、優れた提案であると

評価された。 

医療機器等の整備，維持管理及

び更新業務 

・医療機器の整備及び更新について、国の負担軽減に資する優れた提案である

と評価された。 

・医療機器の選定及び更新について、国に適切な助言を行うことができると評

価された。 

医療器具の滅菌及び消毒業務 ・一般的な提案にとどまり、優れているとは評価されなかった。 

医薬品・診療材料等の管理・搬

送業務 

・搬送業務について、効率化が図られた優れた提案であると評価された。 

・在庫管理について、事業者が行うことを生かした優れた提案であると評価さ

れた。 

医療関係事務支援業務 ・業務の確実な遂行が期待できる優れた提案であると評価された。 

人工透析業務 ・業務の確実な遂行が期待できる優れた提案であると評価された。 

・緊急時に人口透析業務が可能な限り実施できる体制を確保しており、優れた

提案であると評価された。 

 
【企業等に関する評価】 

その他 

ワーク・ライフ・バランス等推

進企業に関する評価  

・該当事項なしと判断された。 

賃上げの実施を表明した企業等

に関する評価  

・該当事項なしと判断された。 
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